
第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 古物商等管理ファイル 

実施機関の名称 沖縄県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 
沖縄県警察本部生活安全部生活安全企画課 

個人情報ファイルの利用目的 

古物営業の許可その他古物営業法（昭和24年法律第108号）及び

質屋営業法（昭和25年法律第158号）に関する事務の適正な遂行

を確保するために利用する。 

記録項目 

第１古物商及び古物市場 

１許可証番号、２許可の種類、３被許可者の氏名又は名称、４営

業所等の名称、所在地、取り扱う古物の区分 

第２質屋 

１許可証番号、２被許可者の氏名又は名称、３営業所の名称及び

所在地 

記録範囲 古物商、古物市場主及び質屋 

記録情報の収集方法 申請者からの申請その他法令に基づき収集する。 

要配慮個人情報の有無 ☑含まれる。   □含まれない。 

記録情報の経常的提供先 □無  ☑有（提供先：警察庁  ） 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

(名 称) 沖縄県警察本部警務部広報相談課 

(所在地) 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 

第１の３、４の記録項目の内容に変更があった場合の訂正につい

ては、古物営業法第７条第１項及び第２項並びに古物営業法施行

規則（平成７年国家公安委員会規則第10号）第５条第３項及び第

６項による。 

第２の２、３の記録項目の内容に変更があった場合の訂正につい

ては、質屋営業法第４条第２項及び質屋営業法施行規則（昭和25

年総理府令第25号）第８条第１項による。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当するファイル 

  □有   ☑無 

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 
☑該当する。  □該当しない。 



行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

(名 称) 沖縄県警察本部警務部広報相談課 

(所在地) 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 
－ 

備   考  

 

 


